
◎特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 
（令和二年一二月一一日法律第七九号）   

一、 提案理由（令和二年一一月一八日・衆議院農林水産委員会） 

○野上国務大臣 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案につきまして、

その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 我が国において、違法に採捕された水産動植物が流通することにより、国内の水産資

源が減少し、適正に操業を行う漁業者等の経営に影響を及ぼすおそれがあります。また、

国際的には、違法・無報告・無規制漁業、いわゆるＩＵＵ漁業への対策として、海外で

違法に採捕された水産動植物等の輸入を規制する必要性が高まっております。 

 こうした状況を踏まえ、特定の水産動植物等について、違法に漁獲された水産動植物

の流通を防ぐための取扱事業者間における情報の伝達、取引記録の作成及び保存、輸出

入に関する証明書の添付等の措置を講ずることにより、違法な漁業の抑止及び水産資源

の持続的な利用に寄与するため、この法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、特定水産動植物等の国内流通の適正化のための措置であります。 

 国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きいものであって、その資源

の保存及び管理を図ることが特に必要と認められる水産動植物を、特定第一種水産動植

物と定めることとしております。 

 次に、特定第一種水産動植物の採捕者やその採捕者が所属する団体は、あらかじめ、

その採捕の事業が適法に行われるものである旨を農林水産大臣に届けなければならない

こととしております。 

 また、特定第一種水産動植物の採捕者や、その譲渡しを行う事業者等は、取引に関す

る情報の伝達、取引の記録の作成及び保存等をしなければならないこととしております。 

 このほか、特定第一種水産動植物及びその加工品を輸出する事業者は、国が発行する

適法に採捕されたものである旨を証する証明書を添付しなければ輸出してはならないこ

ととしております。 

 第二に、特定の水産動植物等の輸入の適正化のための措置であります。 

 我が国に輸入される水産動植物のうち、外国において違法な採捕が行われるおそれが

大きいと認められる等、国際的な水産資源の保存及び管理を必要とする事由により輸入

の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものを、特定第二種水産動植物と

して定めることとしております。 

 そして、特定第二種水産動植物及びその加工品については、適法に採捕されたもので

ある旨を証する外国の政府機関により発行された証明書等がなければ輸入してはならな

いこととしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 



二、衆議院農林水産委員長報告（令和二年一一月二〇日） 

○高鳥修一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物等に

ついて、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法

に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務づけ等の措置を講

ずるものであります。 

 本案は、去る十一月十八日本委員会に付託され、同日野上農林水産大臣から趣旨の説

明を聴取し、十九日質疑を行いました。質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年一一月一九日） 

 我が国において、違法に採捕された水産動植物が流通することにより、国内の水産資

源が減少し、適正に操業を行う漁業者等の経営に影響を及ぼすおそれがある。これらに

対応するため、輸出品を含めて違法漁獲物の流通を防止し、国内流通を適正化すること

は喫緊の課題である。また、国際社会においてＩＵＵ（違法・無報告・無規制）漁業撲

滅の実行が求められており、水産物輸入大国である我が国としても、海外の違法漁獲物

の流入を阻止する措置を講ずることが急務である。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 本法制定の第一義的目的は、国内外において違法に採捕された水産動植物の流通を

防止することであることについて、漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び消費

者等の国民全般に周知し、十分な理解と協力を求めること。 

二 特定第一種水産動植物等、特定第二種水産動植物等を定めるに当たっては、我が国

水産業の実情を踏まえ、漁業者、流通・加工業者の経営及び地域経済に及ぼす影響に

ついて十分に配意し、慎重に行うこと。 

三 漁業者等の届出、漁獲番号等の情報の伝達及び取引記録の作成・保存等の制度の創

設・運用に当たっては、関係する漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び産地・

消費地市場等の過度な負担とならないよう、電子化等制度運用体制の整備に必要な支

援を行うこと。 

四 近年、我が国の排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が、頻発かつ恒

常化している事態に鑑み、違法外国漁船を早急に排除し、我が国の漁船の安全操業を

確保すること。また、違法漁獲物及び加工品の我が国への流入を確実に阻止すること。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和二年一二月四日） 



○上月良祐君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物

等について、取扱事業者間における取引記録の作成及び保存の義務付け、適法に採捕さ

れたものである旨の証明書が添付されていない輸出入の規制等の措置を講じようとする

ものであります。 

 委員会におきましては、流通段階で対策を講じる意義、規制対象魚種とする基準と手

続、流通情報の電子化及び関係者の負担軽減等について質疑が行われましたが、その詳

細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年一二月三日） 

 我が国において、違法に採捕された水産動植物が流通することにより、国内の水産資

源が減少し、適正に操業を行う漁業者等の経営に影響を及ぼすおそれがある。これらに

対応するため、輸出品を含めて違法漁獲物の流通を防止し、国内流通を適正化すること

は喫緊の課題である。また、国際社会においてＩＵＵ（違法・無報告・無規制）漁業撲

滅の実行が求められており、水産物輸入大国である我が国としても、海外の違法漁獲物

の流入を阻止する措置を講ずることが急務である。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 本法制定の第一義的目的は、国内外において違法に採捕された水産動植物の流通を

防止することであることについて、漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び消費

者等の国民全般に周知し、十分な理解と協力を求めること。 

二 特定第一種水産動植物等、特定第二種水産動植物等を定めるに当たっては、我が国

水産業の実情を踏まえ、漁業者、流通・加工業者の経営及び地域経済に及ぼす影響に

ついて十分に配意し、慎重に行うこと。 

三 漁業者等の届出、漁獲番号等の情報の伝達及び取引記録の作成・保存等の制度の創

設・運用に当たっては、関係する漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び産地・

消費地市場等の過度な負担とならないよう、電子化等制度運用体制の整備に必要な支

援を行うこと。 

四 近年、我が国の排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が、頻発かつ恒

常化している事態に鑑み、違法外国漁船を早急に排除し、我が国の漁船の安全操業を

確保すること。また、違法漁獲物及び加工品の我が国への流入を確実に阻止すること。 

  右決議する。 

 


